
 

 

 

 

 

総務大臣感謝状伝達式について 

 

 地方議会の議員として多年（通算３５年以上）にわたり在職し、地方自治の

発展に顕著な功労があったと認められる議員は、総務大臣から感謝状が贈呈さ

れます。この度、本県から福村 章 議員が被贈呈者として決定されたので、

感謝状の伝達式を下記のとおり行います。 

 

記 

 

１ 日  時  平成２６年１１月６日（木）１３：００～ 

  

２ 場  所  議長室 

 

３ 被伝達者  福村 章 議員 

 

４ 伝 達 者  吉﨑議長 

 

５ 伝 達 品  「感謝状」及び「銀杯」 

 

６ そ の 他  (1)過去の本県の被贈呈者（５名） 

         平成 ２年度（１名） 今井源三 議員 

         平成 ９年度（１名） 米沢外秋 議員 

         平成１４年度（１名） 宮地義雄 議員 

平成１８年度（２名） 金原 博 議員、中川石雄 議員 

        (2)今年度の全国の被贈呈者（１６３名） 

         都道府県議会議員  １１名 

         市区議会議員   １０９名 

         町村議会議員    ４３名 
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